
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
 径大の支持体（１２）と、該支持体（１２）の長さ方向の一端面から軸線方向に突出す
る径小のプローブ（１１）とを備えた接合装置（１）を用い、前記支持体（１２）の一端
面を接合部材（２）の表面に当接あるいは近接させるとともに、高速で回転する前記プロ
ーブ（１１）を接合部材（２）の接合部位に挿入し摩擦熱によって接合を行う摩擦攪拌接
合法において、前記プローブ（１１）を前記支持体（１２）の軸線方向に進退自在に構成
する
【請求項２】

変化する接合部位の深さに応じ 持体（１２）に対する突出量を
変化させて接合部材（２）を連続的に接合することを特徴とする 摩擦攪
拌接合法。
【請求項３】
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ことを特徴とする摩擦攪拌接合法。

プローブ（１１）が、 て支
請求項１に記載の

径大の支持体（１２）と、該支持体（１２）の長さ方向の一端面から軸線方向に突出する
径小のプローブ（１１）とを備えた接合装置（１）であって、前記支持体（１２）の一端
面を接合部材（２）の表面に当接あるいは近接させるとともに、高速で回転する前記プロ
ーブ（１１）を接合部材（２）の接合部位に挿入し摩擦熱によって接合を行う摩擦攪拌接
合装置において、
　前記プローブ（１１）が、前記支持体（１２）の一端面に対して突出長さを連続的に変
化可能となされた摩擦攪拌接合装置。



【請求項４】

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、摩擦攪拌接合法によって接合部材を接合する方法に関し、特に、厚さ方向に
重ね合わせた接合部材を、接合部材表面からプローブを挿入して接合を施す方法であって
、接合部位の深さが変化する場合に好適な摩擦攪拌接合法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
摩擦攪拌接合法としては以下に述べる方法が例示できる。即ち、図２に示すように、径大
の支持体の端部の軸線上に径小のプローブが突出して一体に設けられた接合装置を用い、
前記接合装置を高速で回転させつつ、厚さ方向に重ね合わせた２枚の接合部材の一方の表
面に前記プローブを突き立てて、接合部位に達するまで前記プローブを挿入し、前記プロ
ーブと接合部材との間に発生する摩擦熱によって、プローブ挿入部分周辺の接合部材を軟
化させ、かつ、プローブの回転によって軟化部分を攪拌し、軟化した接合部材を再び冷却
固化することで、接合部材を接合する方法である。また、前記支持体は、プローブが接合
部位に達した状態で支持体の端面が接合部材の表面に当接または近接しており、摩擦攪拌
接合法においてプローブによって軟化した接合部材が飛散するのを防止する働きを担うも
のである。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、前記摩擦攪拌接合法では、従来、支持体とプローブとが一体に形成され、支持
体に対するプローブの突出長さを変えることができなかったため次のような欠点があった
。即ち、図３に示すような接合部位の深さが異なる接合部材に前記接合法を適用しようと
する場合、浅い接合部位に適したプローブの突出長さで接合を行っていくと○印を付した
領域（ｄ）の接合部位は接合することが可能だが、×印を付した領域（ｅ）の深い接合部
位ではプローブが接合部位に到達しないため接合することができなかった。
【０００４】
そこで、接合部位の深さが変化する部分で、比較的長いプローブが設けられた接合装置に
取り替えて深い接合部位を接合する方法が提案されているが、接合装置の取替えに手間が
かかるため、生産性が悪くなるばかりか、取替え部分で接合が不連続となるため、接合部
分にクラック等が発生したり、気密性に問題が生じる場合があった。さらに、この方法で
は、連続的に接合部位の深さが変化する場合は対応できなかった。
【０００５】
また、最も深い接合部位に対応する長さのプローブを有する接合装置を用い、接合部位の
深さに関係なく一定の深さで接合する方法も提案されているが、プローブを深く挿入した
状態で接合部位全体を移動させなければならないため、プローブの移動速度を高めること
ができず生産性が悪くなるばかりか、接合部材の不必要な部分までも軟化するため、強度
的に問題が生じる場合があった。
【０００６】
この発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、接合部位の深さが異なる材料を接合
する場合でも、良好な生産性を維持しつつ連続的に接合することのできる摩擦攪拌接合法
の提供を目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
この発明にかかる摩擦攪拌接合法を図中の符号を参照しつつ説明すると、径大の支持体（
１２）と、該支持体（１２）の長さ方向の一端面から軸線方向に突出する径小のプローブ
（１１）とを備えた接合装置（１）を用い、前記支持体（１２）の一端面を接合部材（２
）の表面に当接あるいは近接させるとともに、高速で回転する前記プローブ（１１）を接
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請求項１または請求項２に記載の摩擦攪拌接合法により製造された接合部材。



合部材（２）の接合部位に挿入し摩擦熱によって接合を行う摩擦攪拌接合法において、前
記プローブ（１）を前記支持体　（１２）の軸線方向に進退自在に構成するとともに、変
化する接合部位の深さに応じてプローブ（１１）の支持体（１２）に対する突出量を変化
させて接合部材（２）を連続的に接合することを要旨とするものである。
【０００８】
上記方法によれば、支持体（１２）の一端面を接合部材（２）の表面に当接あるいは近接
した状態のまま、支持体（１２）の一端面に対するプローブ（１１）の突出量を変化させ
、接合部位の深さに対応してプローブ（１１）を挿入または引き抜くことができるため、
接合部位の深さが変化する部分でも連続的に接合部材（２）を接合することができる。即
ち、接合部位の深さが変化する部分で接合装置（１）を取替える必要もなく、また、最も
深い接合部位に適した接合装置　（１）を用いて、一定の深さで接合部位全体を接合する
必要もない。したがって、生産性を維持しつつ良好な接合を施すことができる。
【０００９】
【発明の実施の形態】
つぎに、この発明の実施形態について、図１を参照しつつ説明する。
【００１０】
この実施形態を実施するにあたり、用いられる接合装置（１）及び接合部材　（２）につ
いて説明する。
【００１１】
前記接合装置（１）は、径大の支持体（１２）と該支持体（１２）の一端面に対して突出
長さを連続的に変化させることのできる径小のプローブ（１１）よりなるものである。
【００１２】
前記プローブ（１１）は、接合部材（２）との摩擦熱によって接合部材（２）を軟化し、
自らは固体のまま移動しつつ軟化した接合部材（２）を攪拌するものである。したがって
、その材質は、接合部材（２）よりも融点が高く、また、硬度の高いものが好ましい。こ
の実施形態の場合、接合部材（２）がアルミニウム（その合金も含む、以下同じ。）であ
るので、プローブ（１１）の材質には、工具鋼を用いる。
【００１３】
前記支持体（１２）は、接合部材（２）の表面に当接され、回転しながら接合部材（２）
の表面上をプローブ（１１）とともに移動するものであり、プローブ（１１）の挿入部分
から軟化した接合部材（２）が飛散するのを防止するとともに要すれば接合部材を押圧し
、また、接合部材（２）中を移動するプローブ（１１）が撓まないようにする役割を担う
ものである。したがって、支持体（１２）を構成する材料はプローブ（１１）に匹敵する
融点及び硬度を備えた材質であることが好ましい。また、その構造は、軸中心にプローブ
（１１）を挿通し得る孔を有した径大の円筒形状をなしており、前記プローブ（１１）が
支持体（１２）の軸線方向に進退自在となされている。
【００１４】
前記接合部材（２）は、領域（ａ）（ｂ）（ｃ）で接合部位の深さが変わるものとなされ
ており、その材質はアルミニウムである。
【００１５】
而して、この実施形態では上記構造の接合装置（１）を用い、以下のように接合部材（２
）を接合する。
【００１６】
一方の接合部材（２１）の表面に高速で回転する支持体（１２）を当接させる。　次に、
高速で回転するプローブ（１１）を該表面に突き立て、接合部材（２１）を軟化しつつ、
プローブ（１１）を接合部材（２１）に挿入して行き、他方の接合部材（２２）に到達し
た時点で挿入を停止する。
【００１７】
上記のように、支持体（１２）を回転させることによって、接合部材（２）の表面に当接
した状態のままでもその移動を容易にすることができ、また、先に支持体（１２）を接合
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部材（２）の表面に当接あるいは近接することにより、軟化した接合部材（２）の飛散を
最初から防止することが可能となる。
【００１８】
次に、挿入されたプローブ（１１）周辺の接合部材（２）がある程度軟化されたのち、接
合部位の深さが一定の領域（ａ）を接合部位に沿って移動させる。
【００１９】
このように、プローブ（１１）を移動させることで、プローブ（１１）の進行方向の前方
にある軟化した接合部材が、順次進行方向の後方に追いやられつつ攪拌され、プローブ（
１１）から離れるにしたがって自然に冷却固化され、接合部材（２１）（２２）が接合さ
れる。
【００２０】
次に、接合部位の深さが連続的に変化する領域（ｂ）では、プローブ（１１）の支持体（
１２）に対する突出量とプローブ（１１）の移動量を制御し、接合部位の勾配に沿って移
動させる。このようにすることで、接合部位の深さが勾配を持つような場合でも連続的に
接合することが可能となる。
【００２１】
次に、接合部位の深さが一定の領域（ｃ）では、再びプローブ（１１）の突出量を一定に
し、接合部位に沿って移動させながら接合を行う。
【００２２】
最後に、接合部位の終端部ではプローブ（１１）を接合部材（２）表面から引き抜き接合
を終了させる。
【００２３】
以上の方法によって、接合部位の深さが変化する場合でも、プローブ（１１）の支持体（
１２）に対する突出量と移動量を制御し、連続的に接合することが可能となる。
【００２４】
なお、この発明は上記実施形態に限定される訳ではなく、特許請求の範囲の記載の範囲内
で任意に変更できる。
【００２５】
例えば、プローブ（１１）や支持体（１２）を構成する材質は、高炭素鋼や高速度鋼、ま
たセラミクス等を用いることも可能である。
【００２６】
また、前記支持体（１２）は、必ずしもプローブ（１１）と同じ回転をする必要はない。
例えば、支持体（１２）を回転しない状態で使用してもかまわないし、また、プローブ（
１１）とは別の駆動系に接続し、プローブ（１１）とは異なる回転数や回転方向としても
良い。
【００２７】
また、プローブ（１１）を長さ方向に加圧して接合部材（２）の接合部位に挿入する場合
を示したが、接合部材（２）の端縁にプローブ（１１）の回転周面を接触させるとともに
、プローブ（１１）をその径方向に加圧して、接合部材（２）の接合部位に挿入するもの
としても良い。
【００２８】
【発明の効果】
この発明は、上述の次第で、支持体の一端面に対するプローブの突出量、即ち、接合部材
に対するプローブの挿入深さを任意に変更し、接合部位の深さに対応して摩擦攪拌接合を
実施する方法である。したがって、同一接合部材の中で接合部位の深さが変わる場合でも
、プローブの挿入深さと移動量を制御することによって接合部位に沿って連続的に摩擦攪
拌接合を施すことができ、不連続な接合によって発生するクラックや接合強度の低下を抑
制し得て、良好な接合強度を得ることができる。さらに、プローブの交換や必要以上にプ
ローブを接合部材に深く挿入させる必要がないため、高い生産性を維持することができる
。
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【図面の簡単な説明】
【図１】　この発明にかかる実施形態を示す断面図である。
【図２】　従来の摩擦攪拌接合法を示す図であり、（Ａ）は斜視図、（Ｂ）は（Ａ）の II
－ II線断面図である。
【図３】　従来例を示す断面図である。
【符号の説明】
１…接合装置
２…接合部材
11…プローブ
12…支持体 10

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】
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